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書　　　評

Ⅰ　本書の目的と構成

インドでは1991年に経済自由化政策への取り組み

が加速し，小工業（注１）政策についても見直しの気運

が高まった。具体的には，保護ではなく成長を指向

しつつ，さらに介入や規制を最小限にとどめようと

する方向で各種の提言がなされた。すなわち，政策

に関する現行の議論はおおむね，「小工業は保護 ・

育成策からなる介入政策によって行動を歪められて

おり，その結果，競争力の発現を抑制されている」

といった見解を前提としている。しかしデータの制

約もあって，介入政策の実効性や，それによって小

工業の経済活動にどのような歪みが生じているかに

ついては，実証的な裏付けがほとんどないといって

よい。

本書は，序で述べられているように，「小工業へ

の（優遇）政策に関する基本的仮説（basic assump- 

t ions）を検証する必要性がかつてなく高まってい

る」とし，「生産留保政策（Reservation Policy）（注２）

や物品税減免措置などの直接的な政策的枠組みによ

って小工業の活動が規定されている」という従来の

基本認識にとらわれずに，「小工業は経済に欠くこ

とのできない一部であり（介入政策の如何にかかわ

らず）しかるべき（活動）領域をもっているのでは

ないか」という新たな視点から，小工業の実態を把

握しようと試みたものである。

こうした問題意識に基づいて，本書は次のとおり，

小工業を様々な側面から分析する各章で構成されて

いる。

第１章　概念と分析の枠組み（Sebastian Morris）

第２章　サンプリング（Sebastian Morris, Rakesh 

Basant, and Keshab Das）

第３章　競争の質，企業の行動とパフォーマンス

（Rakesh Basant）

第４章　生産留保，品質と政府調達（Sebastian 

Morris）

第５章　小工業と輸出（Sebastian Morris）

第６章　インフラの制約と小工業（Keshab Das 

and Sebastian Morris）

第７章　金融と小工業（Sebastian Morris）

第８章　政府とのインターフェース（K. Rama-

chandran and Sebastian Morris）

なお本書は，インド工業省下の小規模工業（SSI）（注３）

開発局長 （Development Commissioner）の委託に

よってインド経営研究所（アーメダバード）が実施

した調査がベースとなっている。委託調査の報告書

は，“Overcoming Constraints to the Growth  and 

Transformation of Small Firms”（1988）として公

開され，ほぼそのままの内容で本書として出版され

た。

Ⅱ　本書の内容

第１章では，小工業政策の帰結としてではなく，

様々な経済的与件やより大きな政策的枠組みによっ

て規定されたものとして小工業の実態と役割を捉え

直している。経済的与件として労働市場の二重構造

とこれに起因する産業構造の二重性，停滞する経済

成長，政策的枠組みとしてマハラノビスモデルに基

づく計画や輸入代替工業化政策などの諸点を考察し

た結果，筆者は，労働市場の二重構造と国内市場志

向の政策（inward orientation of policy）を，現在

のインドの経済構造とそのなかにおける小工業の役

割を規定した要因であると結論づけている。

本書の実証的な考察は企業調査をベースとしてい
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るが，第２章では，企業調査のサンプリング方法と

調査結果を概観している。企業調査の対象を1000事

業所程度（注４）に限定せざるを得ない事情もあって，

筆者らはまず調査都市を決めた。そのうえでなるべ

く多くの産業を対象としつつ，さらにそれぞれの産

業のなかでも多様な企業規模や活動（とくに輸出，

下請け）に従事する企業をサンプルに含めることを

重視するという，ランダムサンプリングとは非常に

異なるサンプリング方法をとったことが示されてい

る。

第３章では，企業調査に基づいて小工業に対する

新たな知見が数多く示された。まず，小工業が競争

から保護されているとはいえず様々な質の競争に直

面していることが確認され，産業分類，企業規模に

よって競争相手がどのように違っているかという整

理が試みられた。次に価格決定や技術導入といった

企業行動における主要な側面についての違いを競争

の質との関連で考察し，大企業や多国籍企業，輸入

品との競争を意識している小工業は技術の開発や模

倣に熱心であることが示された。さらに，投資額，

資本・労働生産性，売上げ増加率といった企業パフ

ォーマンス関連の指標が輸出小工業において高いこ

と，下請け小工業において低いことなどが指摘され

た。

第４章は，とくに論点になっている生産留保政策

を取り上げている。はじめに企業調査結果から，非

留保品目の生産に従事する事業所との比較において，

留保品目の生産に従事する事業所についていくつか

の特性が浮き彫りにされた。すなわち補助金などの

優遇政策に関心が高い一方，参入に際して技術的な

蓄積に乏しかったこと，売上げ伸び率が低く，稼働

率をはじめ生産の効率性を示す各種指標も低いこと

などである。さらに留保品目の生産に従事する小工

業は州レベル以下の狭い市場のなかで小工業同士の

競争に直面し，非留保品目の生産に従事する小工業

は州レベル以上の広い市場において小工業および大

企業との競争に直面する傾向が明らかにされた。生

産留保政策によって経験の乏しい企業家の起業が促

されたものの，一旦参入した企業は同様の企業との

競争に晒され，厳しい経営を余儀なくされている姿

がうかがわれる。

第５章では，企業調査より，輸出に従事する事業

所が輸出を行っていない事業所に比べて効率的な生

産を行っているにもかかわらず，国内販売価格と比

べた輸出価格のプレミアムが小幅であることが示さ

れた。そのうえで筆者は，輸出企業への信用供与強

化や輸入投入財の関税引き下げなどによって輸出へ

のインセンティブを強化する必要があると提案して

いる。

第６章では小工業にとってのインフラ面の制約が

考察されているが，予想されるとおり，州や農村／

都市部といった立地を問わずあらゆるインフラが不

足しており，なかでも電力不足が最も深刻であるこ

とが示された。小工業のなかでもとりわけ近代的な

企業にとっては電力インフラ，輸出企業にとっては

さらに港湾インフラの不足が制約要因である。

第７章は，1991年以降進められている金融改革と

小工業の関連に関し，反論が試みられた章である。

筆者は，小工業，農業への貸出比率義務が金融部門

の不良債権問題，ひいては金融システムの非効率化

につながっているという見方を否定し，さらに小工

業にとって銀行融資へのアクセスが非常に困難にな

っており，それによって小工業セクターの成長が鈍

化するという影響が出ているとの主張を展開した。

第８章では，小工業政策だけでなく各種の規制・

法の存在に伴って小工業側に生じているコストに焦

点があてられた。企業調査の結果，小工業が対応し

なければならない省庁は労働関連，税務関連，環境

関連など数多く存在することが確認され，起業家は

省庁とのやりとりにかなりの時間を割かれているう

え，省庁との対応に専従するスタッフを雇用するな

どのコストを支払っている姿が浮き彫りにされた。

しかも，物品税の減免措置は小工業のインセンティ

ブになっているものの，労働関連の規制・法が存在

し企業に対応を強いているにもかかわらず労働者の

福利厚生の改善につながっていないなど，多くの規

制・法は企業にコストを負わせる一方で実効を挙げ

ていないという。
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Ⅲ　評価とコメント

本書の分析対象は，厳密な意味での SSI を中核と

しつつ，その周辺の事業所群を含んだいわゆる小工

業である。筆者らは，なるべく多くのタイプの事業

所を企業調査のサンプルとすることによって全体像

をつかむことを重視しているが，あくまでも Proper 

SSI を考察対象としており，政治的な思惑によって

実施されたスキームを利用した小工業や，何らかの

背景でとくに優遇されている小工業は分析対象から

外している。ただし，Proper SSI かどうかの基準

が明確でないまま，小工業の不良債権問題は非

Proper SSI によるものであると断じるなど，小工

業の問題とされる点を非 Proper SSI に負わせてい

るのが気になるところである。

SSI については，第２次 SSI センサス（1988年度

末時点の登録 SSI が対象）が1990年に実施された後，

第３次 SSI センサス（2001年度末時点の登録・非登

録 SSI が対象）がようやく2002年11月から翌年６月

にかけて実施されるまで，データが非常に制約され

ていた。本書の実証研究のベースとなったサンプル

調査は S S I センサスに比べて格段に小規模であり，

かつサンプルの抽出方法も特殊であるという点では，

センサス調査にかなり見劣りする。しかし，SSI セ

ンサスの質問状の内容が企業プロフィールの他は固

定資本，在庫投資，雇用・賃金，中間投入財，生産

能力などであるのに対し，本書の依拠する企業調査

では，質問状に起業の動機，競争環境に関する認識

などの意識から，銀行および取引先との具体的な取

引慣行の詳細まで盛り込まれている。こうした調査

の結果，とりわけ第３章，第４章では小工業に対す

る新たな知見が得られ，小工業部門が政策的に保護

されてぬるま湯に浸っているという既存の議論に対

して反証が提示されたことの意義は大きいと思慮さ

れる。

他方，母集団に対して非常に少数のサンプル調査

に依拠したという性質上，反証ではなくより積極的

に展開された議論については，論拠が不十分である

ことから違和感を覚える。第４章で生産留保政策に

よって生じうる静学的および動学的な歪みが議論さ

れた後に生産留保政策は廃止すべきとの主張が述べ

られたが，こうした議論や主張に実証的裏付けはみ

られない。また第７章で小工業では起業家の自己資

本比率が高いこと，その結果モラルハザードが生じ

にくく融資が不良債権化しにくいことが述べられて

いるが，教科書的な議論にとどまっており，インド

の小工業に当てはまるのかどうかについてはやはり

実証的な裏付けがない。

さて，各章における議論を踏まえると，本書全体

を通じた筆者らの主張は次の３点に整理できる。

（1）インフラの制約がとくに厳しいなど，小工業

は他のセクターに比べてより劣る投資環境に置かれ

ている。

（2）しかし小工業政策はそうした小工業の被るマ

イナスを是正するには至っておらず，むしろ政府へ

の対応が追加的なコストを強いている。実効のない

生産留保政策，低利ではあるが十分でない小工業へ

の信用割り当てなどの政策は廃止すべきである。

（3）十分な信用供与がなされ，さらに経済成長の

ペースが加速すれば，小工業は現行の輸出などの活

動領域に加え，下請け企業としての活動領域を拡大

し，経済成長を支えていくだろう。

すなわち，競争力の発現を阻害している生産留保

政策などを廃止すべきという主張は本稿のはじめに

紹介した既存の議論と同じであるが，そうした政策

によっては小工業支援の実効があがらない一方，コ

スト負担のみが生じているためであるという，現行

の政策に対する正反対といってよい評価に基づいて

いる。

今後の小工業の役割についての展望は，小工業の

優位性を支えている要因として労働市場の分断があ

ること，同様の状況にあった日本や台湾の経験にお

いて小工業が重要な役割を担ったことから導かれて

いる。しかし，工場法などによって労働市場の分断

が生じているのであれば，小工業への下請けを通じ

て小工業以外の企業も安価な労働力を利用するはず

である。筆者らは，インドでは経済成長のスピード

が遅いためそうした現象が潜在的なものにとどまっ

ているとするが，労働市場の分断の実態や背景が日
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本や台湾の経験とは異質である可能性もあるだろう。

本書では労働市場の側面から小工業の分析が掘り下

げられていないのが残念である。　

（注１）インドで保護・育成政策の対象とされてい

るのは小規模工業（Small Scale Industries : SSI）で

あり，資本金規模で定義される。本書では，SSI を中

核としつつ，既存の S S I  の定義に必ずしもとらわれ

ない緩い概念として Small fi rm という用語を用いて

いるものとみられ，訳として小工業という用語をあて

た。

（注２）生産留保政策とは，特定の指定品目につい

て小工業に対してのみ排他的に生産を認める政策。

（注３）注１を参照。

（注４）ちなみに小工業は200万，家内工業を除い

ても60万程度存在するとされる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（アジア経済研究所地域研究センター）


